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企業年金制度等について、働き方の多様化等に対応し、企業年金の普及・拡大を図るとともに、老後に向
けた個人の継続的な自助努力を支援するため、個人型確定拠出年金の加入者範囲の見直しや小規模事業主に
よる個人型確定拠出年金への掛金追加納付制度の創設、個人型確定拠出年金の実施主体である国民年金基金
連合会の業務追加等の措置を講ずる。

Ⅰ 概要

１ 企業年金の普及・拡大
① 事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業（従業員100人以下）を対象に、設立手
続き等を大幅に緩和した『簡易型ＤＣ制度』を創設。

★② 中小企業（従業員100人以下）に限り、個人型ＤＣに加入する従業員の拠出に追加して事業
主拠出を可能とする『個人型ＤＣへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。

★③ ＤＣの拠出規制単位を月単位から年単位とする。

２ ライフコースの多様化への対応
★① 個人型ＤＣについて、第3号被保険者や企業年金加入者（※）、公務員等共済加入者も加

入可能とする。※企業型ＤＣ加入者については規約に定めた場合に限る。
★② ＤＣからＤＢ等（※）へ年金資産の持ち運び（ポータビリティ）を拡充。

３ ＤＣの運用の改善
① 運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。
② あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法
として分散投資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。

４ その他
・ 企業年金の手続簡素化や国民年金基金連合会の広報業務の追加等の措置を講じる。

・２①、４は、平成29年1月1日（１③は、平成30年１月１日、４の一部は、平成28年７月１日等）
・１①②、２②、３は、公布の日から２年以内で政令で定める日

★は平成27年度税制改正関係

確定拠出年金法等の一部を改正する法律 ※平成28年５月24日成立、同年６月３日公布

※DC：確定拠出年金 DB：確定給付企業年金

Ⅱ 施行期日

※中小企業退職金共済制度を含む。

※平成30年５月１日を予定（政省令の公布は本年11月頃予定）
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勤退機構

中退共制度と企業年金制度とのポータビリティの拡充

■ 従業員が、職業生活の引退時等にまとまった退職金等を受け取ることができるよ
う、合併等を行った事業主が中小企業者である場合、中退共制度と企業年金制度と
の間での資産移換を行うことを可能とする。

-資産移換のスキームについて-

DB・DCの実施団体
【受託金融機関】

移換対象者の
解約手当金相当額

中退共DB・DC

合併等を行った後において
中小企業者である事業主

【合併後の従業員】
中退共からDB・DCへ
資産を移換する場合

DB・DCから中退共へ
資産を移換する場合

資産移換の申出 資産移換の申出

どちらの制度を引き続き継続するか、
労使で判断し、資産移換について
従業員ごとに同意を得る

継続する制度を実施する団体へ
資産を移換

移換対象者の
積立金等
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政令の主な改正内容

○ DB・DC（企業年金制度）から中退共制度への資産移換について

○ 中退共制度の掛金納付月数への通算方法及び退職金額の算定方法等につい
て定める。

・ 移換額は、DB・DCの加入者期間を上限として、①移換後の退職金の掛金
納付月数に通算され、②掛金納付月数に通算しきれなかった残余額は、中退
共制度の予定運用利回りに相当する利率（現在は年１％）で運用し、①に加
算して支給する。等

資産移換

退職金

加入期間 X月

通算

移換時

掛金納付月数

退職金
退職時

通算できる掛金納付月数は、
DB・DCの加入者期間（X月）が上限

残余財産
個人別管理
資産 等

残余額

DB・DC 中退共

通算できない
残余の額

予定運用利回り（現在年1.0％）で運用
（付加退職金も考慮）

①

②
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省令の主な改正内容 Ⅰ

○ DB・DC（企業年金制度）から中退共制度への資産移換について

⑴ 中退共制度の掛金納付月数への通算方法及び退職金額の算定方法等の詳細
について定める。

・ 資産移換をした場合の退職金額は、移換時から通算した掛金納付月数分
遡った月に退職金共済契約の効力が生じたものとみなして算定する。等

⑵ そのほか、資産移換をする際の手続等について定める。

DB・DC⇒中退共への資産移換の際の手続概要

資産管理運用機関等

【DB・DC】 【中退共】

勤労者退職金共済機構

①資産移換契約

事業主

④移換

②中退共加入
③資産移換申出②資格喪失手続

機構に資産移換する
旨の申出 等 ・従業員ごとの移換額等を記

載した移換申出書
・従業員が移換に同意したこ
とを証する書類 等

機構が口座指定した日
から起算して60日以内

加入促進のための掛金負担
軽減措置の適用なし

移換額の総額を一括して移換
すること 等を約する
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省令の主な改正内容 Ⅱ

○ 中退共制度からDB・DC（企業年金制度）への資産移換について

⑴ 今般の資産移換が可能となる要件である「会社法その他の法律の規定によ
る合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為」（以下
「合併等」という。）について定める。

⇒ 詳細は後述

⑵ 資産移換の申出を行うことができる期限を「合併等」から１年以内とする。

⑶ そのほか、資産移換をする際の手続等について定める。

中退共⇒DB・DCへの資産移換の際の手続概要

資産管理運用機関等

【DB・DC】 【中退共】

勤労者退職金共済機構

共済契約者

③移換

①中退共解除
②資産移換申出①加入

・合併等を証する書類
・移換対象者の氏名等を記載
した移換申出書
・被共済者が移換に同意した
ことを証する書類 等移換に関して必要な事項について

被共済者への説明義務

移換先となるDB・DCの要件
・移換額が一括して払い込まれ
ること(DB・DC)
・移換額がDBの積立不足に補填
されないこと(DB) 等
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「合併等」の範囲について

○ 今般の資産移換が可能となる「合併等」をした場合とは、従業員の労働条件
（権利義務）の承継を伴う事業再編類型である、合併（吸収合併・新設合併）、
分割（吸収分割・新設分割）、事業譲渡により、１つの中小企業に企業年金制
度と中退共制度が併存する場合とする。
※ なお、会社法以外の法令に基づく、これらに相当する行為も含む。

① 合併（吸収合併及び新設合併）

Ａ社
＜DB／DC＞

Ｂ社
＜中退共＞

Ａ社
＜ＤＢ/ＤＣ＞

Ｂ社
＜中退共＞

Ｃ社

＜ＤＢ/ＤＣ＞＋＜中退共＞

○ 吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消

滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に
承継させるもの（会社法第２条第27号）。

○ 新設合併
２以上の会社がする合併であって、合併により消滅

する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社
に承継させるもの（会社法第２条第28号）。

A社
＜DB／DC＞

＋
＜中退共＞
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② 分割（吸収分割及び新設分割）

○ 吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権

利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させる
こと（会社法第２条第29号）。

○ 新設分割
１又は２以上の株式会社又は合同会社がその事業に

関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設
立する会社に承継させること（会社法第２条第30号）。

Ｃ社

＜ＤＢ/ＤＣ＞＋＜中退共＞

③ 事業譲渡

合併、分割のような組織法上の行為と異なり、財産の
処分などと同じ取引行為として、事業の全部又は一部
の譲渡をするもの（会社法第467条）。

※ 事業譲渡により退職給付制度といった従業員の労働条件が
承継される場合に限る。

Ａ社
＜DB／DC＞

A社
＜DB／DC＞

＋
＜中退共＞

B社
＜中退共＞

Ａ社
＜ＤＢ/ＤＣ＞

Ｂ社
＜中退共＞

Ａ社
＜DB／DC＞

A社
＜DB／DC＞

＋
＜中退共＞

Ｂ社
＜中退共＞
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